
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例 

（目的及び設置） 

第１条 本市は、建築文化の魅力を広く市民や国内外の人々に発信し、後代に継承する拠

点とすることにより、本市の文化の振興に資するため、建築館を設置する。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において「建築文化」とは、金沢の気候や風土によって育まれた藩政期

や近現代の建築物及びそれらが形成する個性豊かなまちなみ並びにそこから醸し出され

る人々の生活や気質が織りなす文化をいう。 

（名称及び位置） 

第３条 建築館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 名称 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 

(2) 位置 金沢市寺町５丁目１番18号 

（事業） 

第４条 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館（以下「建築館」という。）は、第１条の目的を

達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 建築文化に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。 

(2) 建築文化に関する講座等の開催に関すること。 

(3) 建築文化に関する調査研究及び国内外の関係機関との交流に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要なこと。 

（職員） 

第５条 建築館に、館長その他必要な職員を置く。 

（開館時間） 

第６条 建築館の開館時間は、午前９時30分から午後５時までとする。ただし、市長は、

特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第７条 建築館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認め

るときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 

(1) 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定

する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、その日の直後の休日以外の日） 



(2) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間 

（観覧料金） 

第８条 建築館の展示資料を観覧しようとする者は、第21条第４項の規定により市長が指

定する指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する

指定管理者をいう。以下同じ。）に対し、その観覧に係る利用料金（以下「観覧料金」

という。）を支払わなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限り

でない。 

２ 観覧料金は、地方自治法第244条の２第８項の規定により、指定管理者の収入とする。 

第９条 観覧料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を

受けて定めるものとする。 

２ 特別展示をする場合で、前項の観覧料金の額により難いときは、2,000円を超えない

範囲内で指定管理者がその都度市長の承認を受けて観覧料金の額を定めるものとする。 

３ 観覧料金は、観覧の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理

由があると認めるときは、観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。 

（特別観覧の承認） 

第10条 建築館に保管され、又は展示されている資料について、撮影、模写その他規則で

定める行為（以下「特別観覧」という。）をしようとする者は、あらかじめ市長の特別

観覧の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の特別観覧の承認の際、必要な条件を付けることができる。 

（特別観覧の承認の制限） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧を承認しないものとす

る。 

(1) 建築館の建物、設備、資料等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められると

き。 

(2) 特別観覧により、他の利用に妨げがあると認められるとき。 

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認

められるとき。 

(4) その他市長が特別観覧を不適当であると認めるとき。 

（特別観覧の承認の取消し等） 



第12条 市長は、第10条の規定により特別観覧の承認を受けた者（以下「特別観覧者」と

いう。）が、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧の承認を取り消し、当該

特別観覧を停止し、又は当該特別観覧の承認の条件を変更することができる。 

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(3) 特別観覧の申請に偽りがあったとき。 

（特別観覧料金） 

第13条 特別観覧者は、指定管理者に対し、その特別観覧に係る利用料金（以下「特別観

覧料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 特別観覧料金は、地方自治法第244条の２第８項の規定により、指定管理者の収入と

する。 

３ 特別観覧料金の額は、１点１回につき4,110円を超えない範囲内で規則で定める額の

範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。 

４ 特別観覧料金は、特別観覧の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理

者は、相当の理由があると認めるときは、特別観覧料金の全部又は一部を後納させるこ

とができる。 

（観覧料金等の減免） 

第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、観

覧料金及び特別観覧料金（以下「観覧料金等」という。）を減免することができる。 

（観覧料金等の還付） 

第15条 既納の観覧料金等は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると

認めるときは、当該既納の観覧料金等の全部又は一部を還付することができる。 

（特別観覧上の注意及び義務） 

第16条 特別観覧者は、特別観覧の承認の条件に基づく注意及び義務を怠ってはならない。 

（損害の賠償） 

第17条 建築館を利用する者は、建築館の建物、設備、資料等を損傷し、又は滅失したと

きは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない

理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 

（本市の免責） 

第18条 本市は、この条例の規定に基づく処分によって、特別観覧者が損害を受けること



があっても、一切その責めを負わない。 

（指定管理者による管理） 

第19条 建築館の管理は、地方自治法第244条の２第３項の規定により、指定管理者に行

わせるものとする。 

（指定管理者の業務の範囲） 

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 第４条に定める事業（購入その他の取得による資料の収集に関することを除く。）

の実施に関すること。 

(2) 特別観覧の承認に関すること。 

(3) 建築館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

(4) その他建築館の管理上市長が必要があると認める業務 

（指定管理者の指定） 

第21条 指定管理者は、建築文化に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める

業務の実施を通じて建築館の設置の目的を達成することができるものでなければならな

い。 

２ 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると

認めるものを選考するものとする。 

３ 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするも

のは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なけれ

ばならない。 

４ 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査の上、建築館の設置

の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指

定する。 

（指定管理者の指定等の告示） 

第22条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速や

かにその旨を告示しなければならない。 

（守秘義務） 

第23条 指定管理者の役員及び職員は、建築館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。 

（委任） 



第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。 

２ 建築館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施

行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 

３ 金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例（平成13

年条例第60号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項に次の１号を加える。 

(16) 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館 

 第４条中「及び鈴木大拙館条例（平成23年条例第１号）第７条」を「、鈴木大拙館条

例（平成23年条例第１号）第７条及び谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例（平成30年条

例第54号）第８条第１項」に改める。 

別表（第９条関係） 

区       分 金   額 備    考 

観覧料

金 

団     体 

１人につき 250円

（ 高 齢 者 に あ っ て

は、200円） 

団体とは代表者又は責任者

を有する20人以上の集まり

を、高齢者とは65歳以上の

者をいう。 
個人 

高  齢  者 200円 

高齢者以外の者 300円 

摘要 この表の額は、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定に基づく消費税の

額及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定に基づく地方消費税の額を含 

んだ額である。 

 

 


